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た。大田区・八王子市・横浜市……次々
と放置自転車の売却が始まりました。
　現在は総扱い台数で年間約5,000台、
店舗での販売台数は月間約200台、主に
横浜市の放置自転車を中心に再生してい
ます。

　自治体との契約は多くの台数が保証さ
れていますが、小さな自転車屋には厳し
い面もあります。

◉ほとんどが単年度の契約のため、　
　次の年に落札できないと店舗も撤
　退、従業員も解雇しなければならな
　くなり、長期の計画や見通しがつけ
　られない。
◉自転車保管場からの搬出日時が決め
　られており、こちらの都合は100％
　聞き入れられない。
◉高額の補償金を用意する必要がある
　自治体もある。

　自治体の放置自転車は、契約できるこ
とで台数の保証はされますが、落札価格
がかなり高額になりつつあります。
　現在は、輸出業者が落札することが多
く、自治体によっては輸出を条件にする
など、日本の自転車が外国に行ってしま
う例が多くなりました。日本の中古自転
車は外国では高い評価を受けています
が、輸出は資源の流出です。日本国内に
還流させることこそ本流であるべきだと
思います。

　30年ほど前、脱サラを決意し、大好き
な自転車の店を開店、スポーツサイクル
を中心に販売していました。
　その後、バブルの崩壊が起き、低価格
化が始まりました。3万円ほどであった
一般の自転車価格が、1万円を切るよう
な価格まで下がってしまいました。
　そんな頃
　「一番安い自転車が欲しい」
　「盗まれてもいい自転車が欲しい」
　「中古自転車が欲しい」
　こんなお客様が増えてきたのです。
　私は中古自転車に専念することを決意
しました。下取りの自転車、近所の不用
自転車、団地・マンションの放置自転車
を中心に集め、再生しました。月に10台
以下だった販売台数が、20台、30台と売
れるようになりました。

　全国の自治体では放置自転車を撤去し
ています。100％が廃棄され、リサイク
ルと称し熔かされていました。
　自治体の放置自転車対策の窓口を回
り、放置自転車の社会への還流を訴え、
廃棄しないよう説得して回りました。
　その後、売却を奨励するように法律が
改められ、税金を使って住民の自転車を
廃棄処分するより、放置自転車を売って
収入にしようという自治体が出てきまし

　街の嫌われ者の代名詞ともいわれる「放置自転車」、まだまだ乗れる自転車なのに、ただ捨
てられていく。何とか救える道はないものか、考え、行動し、そして事業として、専業とし
てこの道に生きてきました。
　東日本大震災の被災地にも中古自転車を送りました。自転車が少しでも復興のお役にたて
ればと思っています。
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��放置自転車の再生事業

　中古自転車を販売するには、修理技術
よりは「見た目」が優先されてしまいま
す。完璧に整備されていても、見た目が
悪ければ、購入につながらないからです。

①いかに美しく磨くか
　水性の汚れ・油性の汚れ・小さな
傷・錆……それぞれに合った作業が
必要です。

② 整備は完璧を目指す
　何をおいても、整備に見落としは
許されません。技術の熟練とともに、
錆びついたネジを回すなど、体力も
必要です。

③部品交換
　原則として、新品部品は使いませ
んが、虫ゴムはすべて新しくし、ブ
レーキとタイヤには気を使います。
ベル・ブレーキ・反射板・ライトの
法律で義務付けられている部品は確
実に取り付けます。

　安全・安心・安価を心がけていますが、

どこまで整備しても新
車になるわけではあり
ませんので、お客様の
満足度をどこまで高め
られるかがこの仕事の
最終・最大の課題だと
思います。

　捨てられていく自転
車は放置自転車だけで
はありません。多くの
自治体は粗大ごみを有
料で収集、廃棄してい
ます。この粗大ごみと
しての自転車を救うこ
とが、次なる私の役割
だと思っています。

　この対策は、街の中に不用自転車の回
収ポストのようなステーションを設置す
ることです。また、１〜２年くらいで乗
り捨てせず、修理をすればまだまだ乗る
ことは可能です。修理もステーションで
できます。
　東日本大震災で、自転車修理の整備士
を現地に派遣する業務をしております。
このようなステーションを都会にも、そ
して被災地にも設置していければと考え
ております。

　放置された自転車をどのように再生
し、社会に還流させるかを考えてきまし
たが、それは放置自転車をなくすことの
解決にはなりません。
　放置されないようにするには、整備・
修理をすること。ステーションの役割は
大きいと思います。

（廃棄物資源循環学会誌　第22巻，第3号，　
　       　pp.215-216, （2011）に関連記事掲載）
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